
改正障害者差別解消法（R6.4.1施行）の概要 

 

改正法・基本方針 本県の対応状況 

国・地方公共団体の連携協力の責務の追加 

市町 障害者差別解消の基本的な相談窓口 

県 市町への助言 

広域・専門的な事案の支援・連携 

必要に応じて一次的な相談窓口 

国 各府省庁の相談対応 

市町や県へ対応困難事案の支援 
  

 

 

○ 県障害者差別解消相談センターの設置 

○ 弁護士・福祉専門職による法律相談 

事業者の合理的な配慮の提供の義務化 

 ○ 事業者は合理的配慮の必要性につき一層

認識を深めることが求められる。 

 ○ 個別事案への対応等を契機とした事業者

のマニュアル整備等も重要 

 

○ 合理的配慮アドバイザーの派遣 

基本方針に差別解消支援措置の基本事項

を追加 

１ 相談及び紛争の防止等のための体制の整備 

 ○ 障害者や事業者等からの相談等に応じる 

 ○ 相談対応のプロセスの例示 

 ○ 日常的に障害者や事業者と関わる部局等

も一次的相談窓口機能を担い得る 

２ 啓発活動（障害のある女性、性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ、こどもに関する留意事項含む） 

 ○ 事業者における研修 

 ○ 地域住民等に対する啓発活動 

３ 情報の収集、整理及び提供 

 ○ 内閣府で事例をデータベース化 

４ 障害者差別解消支援地域協議会 

 ○ 市町の設置促進のため、県が実施状況把

握や好事例展開等を行うことが望ましい 

 

 

 

○ 県障害者差別解消相談センターの設置 
 ※ 事業者等からの相談にも対応（R5.4月より） 

○ 弁護士・福祉専門職による法律相談 

○ 職員対応要領・職員研修 

 

○ 合理的配慮アドバイザーの派遣 

○ 改正障害者差別解消法を考えるキック

オフセミナー（メタバース開催） 

○ 改正法の概要パンフレット作成 

 

○ 県協議会開催（障害福祉審議会） 

○ 市町協議会へのオブザーバー出席 

国・地方公共団体が差別相談人材を育成・

確保する責務を明確化 

 ○ 研修等を通じて、相談対応を行う人材の

専門性向上、相談対応業務の質向上を図る 

 

 

○ 差別相談センター相談員研修会 

○ 合理的配慮アドバイザー研修会 

 

地方公共団体は、差別や差別解消の取組事

例等の収集、整理及び提供に努める 

 ○ 事例共有等を通じて共通認識形成を図る 

 

○ 障害者委員会等の意見共有 
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対象 施策概要 内容

障害者支援
相談窓口の設置

当事者意見の吸い上げ

障害者差別解消相談センター、弁護士・福祉専門職による法律相談

障害者委員会の開催

事業者支援

アドバイザーによる助言

企業研修等の講師引受

相談窓口の設置

合理的配慮アドバイザーの派遣、職員による行政説明、障害者差別

解消相談センター

県民支援 障害の理解促進
セミナー開催（改正障害者差別解消法を考えるキックオフセミナー

等）

※障害種別と相談・助言分野は複数の項目にまたがる案件が含まれるため、合計件数と受付件数は一致しない。

※精神科病棟内の公衆電話に法律相談の案内掲示をしているため、精神障害者の割合が高い。

１．本県差別解消関連施策の組み立て

２．障害者差別事案への対応体制

障害者差別解消に向けた取組状況

５．障害者差別解消相談センターへ寄せられた主な相談の概要【取扱注意】

６．相談事例の全体的な傾向とセンターの対応等ポイント

　R6.4月改正障害者差別解消法施行に向けて、国が設置した「つなぐ窓口」と連携を図りつつ、「障害者差別について相

談できるところがある」ことを多くの障害者に認知してもらえるよう引き続き努める。また、事業者に対しても改正法の内容や

相談窓口の周知、合理的配慮アドバイザーの利用促進を図る。

３．障害者差別解消相談センター受付状況（R3,R4年度）

４．弁護士・福祉専門職法律相談受付状況（R3,R4年度）

７．合理的配慮アドバイザー制度の仕組み（派遣実績　R2,R3年度：０件、R4年度：3件、R5年度：4件（見込））

８．差別解消施策に係る今後の課題

紛争解決

市 町
相談窓口

相談

助言

相談

助言

相談・助言

民事訴訟

兵庫県障害福祉審議会（障害者差別解消支援地域協議会）

人権侵犯
事件の

調査・救済
（法務局）

障害者
・

家族等

企業等

相談・助言

主務大臣に
よる勧告等

（差別解消法）

当事者間調整

労働審判
（裁判所）

紛争調整
委員会

（労働局）

相談・助言

行政訴訟

当事者訴訟
抗告訴訟等

審査請求

高齢者・障害者の人権あんしん相談（法務局）

情報・意見交換

市町域 県 域

行
政
行
為

私
人
間
の
紛
争

労
働
争
議

相談・助言

情報・意見交換

①総合相談窓口
県民総合相談センター

②異変等に関する総合相談窓口

地域安全SOSキャッチ電話相談

④専門相談窓口

③人権総合相談窓口

人権相談（人権啓発協会）

障害者110番、障害者虐待通報窓口

障害者差別解消相談センター

訴訟等を前提に法的な助言を要する相談
弁護士・福祉専門職

無料法律相談
（週2回）

必要に応じて
手続きを支援

平日10-12時、13-16時：年末年始を除く
（社会福祉士・精神保健福祉士が対応）

相談・助言

【
一
般
的
な
相
談
】

T E L 078-362-3356
F A X 078-362-3911
M a i l counseling@pref.hyogo.lg.jp

相談・助言

相談件数 業務日数 1日平均 来所 電話 ファクス メール 身体 知的 精神 他

119 244 0.49 0 115 2 2 33 11 27 48

相談件数 業務日数 1日平均 来所 電話 ファクス メール 身体 知的 精神 他

153 243 0.63 6 136 0 11 46 17 81 45

福祉 医療 小売 労働 教育 交通 サービス 行政 家族 住民 他 傾聴のみ

1 3 1 10 3 1 5 1 0 2 5 87

福祉 医療 小売 労働 教育 交通 サービス 行政 家族 住民 他 対象外

18 7 13 16 13 3 29 31 5 7 11 45

Ｒ4年度

Ｒ4年度

相談形態受付件数 障害種別

相談・助言分野

Ｒ3年度

Ｒ3年度

相談件数 業務日数 1日平均 電話 ファクス 身体 知的 精神 他

221 50 4.4 221 0 47 33 128 7
相談件数 業務日数 1日平均 電話 ファクス 身体 知的 精神 他

212 48 4.4 212 0 68 16 116 12

Ｒ3年度

Ｒ4年度

受付件数 相談形態 障害種別

プライバシー保護のため公表できません

①

事業者に状況確認することで、以降の対応が進んだと思われるケースが出てきている。

相談内容の大半は一般的な相談を占めている。

相談を傾聴することで、相談者が落ち着き、助言等することなく相談が終わることも多い。

②

差別的な扱いを行ったとする相手先に対し、センターからの指導等を求めるケースや、自らの希望が叶わなければ

「合理的配慮の不提供である」として、事業者等の事情を顧みない等、法を根拠に過重な対応を求めるケースが

あるが、法の趣旨である当事者間での建設的対話の重要性を伝えている。
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家庭 財産・金銭 事故・賠償 人権 法令解釈 近隣紛争 消費者被害 退院請求・処遇改善 障害福祉サービス等・行政 労働問題 その他

24 72 28 4 0 8 8 12 16 5 44
家庭 財産・金銭 事故・賠償 人権 法令解釈 近隣紛争 消費者被害 退院請求・処遇改善 障害福祉サービス等・行政 労働問題 その他
13 72 13 3 1 10 5 11 22 4 58

Ｒ3年度

Ｒ4年度

相談分野
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